
         歯科医院  管理者（院長）：            
 

 公益社団法人 日本歯科医師会 

 

 

● 
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の 

「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。 

● 

● 

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より６ヵ月以上を経過して

いなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。 

●  

なお、発行に際しては、       円（消費税込）が必要です。

 

コバルトクロム床      円   チタン床      円   金床      円 

 

フッ化物の塗布      円   小窩裂溝填塞（シーラント）      円  

 

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬

品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせ

てお支払いいただきます。 

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。 

当医院からのご案内 


